
            社会福祉法人はるの里 

            ２０１６年度  事業計画書 

 

１社会福祉法人はるの里 

① 法人経営の原則遵守 

社会福祉法人はるの里定款第３条の「 この法人は，社会福祉事業の主たる担

い手としてふさわしい事業を確実，効果的かつ適正 に行うため，自主的にその

経営基盤の強化を図るとともに，その提供する福祉サービスの質の向 上並びに

事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。」

を２０１６年度事業の遂行するに際して遵守する。 

 

②法人の所在地 

 京都市西京区御陵谷町７－１    

 

③法人役員 

 理事   ６名 

 評議員 １３名 

 監事   ２名 

 

④理事会･評議員会の開催 

２０１６年度の理事会･評議委員会は、５月（決算）・３月（予算）には必ず開

催する。その他、審議や議決が必要と判断される場合や補正予算を組む必要が

ある場合は、その都度開催する。社会福祉法人はるの里の中長期計画の作成及

びその実施を法人役員会が担う。 

 

⑤法人事務局会議の開催 

理事会・評議員会開催時の議題と提案の整理と日常的な運営を円滑に行うた

めに必要に応じて開催する。理事長・副理事長・所長の３人と、その都度理事

長が指名した法人役員により開催する。 

 

生活介護事業所はるの里の運営 

①  生活介護事業所の所在地 

     京都市西京区御陵谷町７－１     

 

② 定員･現人数 

定員２０人（登録人数１８人 ） 



 ③職員体制 

サービス提供職員配置（…常勤換算） 

  管理者１名（0.55人）サービス管理責任者１名（0.45 人）医師 1名（0.01 人）

看護師 1名（0.01人）生活支援員 ８名（6.8人）運転手１名（0.6人）事務

職 1名（0.05人）  ４/１ 現在 

 

 ④ 事業開始年月日 

  ２００９年９月１日 

 

⑤サービスの目的 

 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、排泄

または食事の介護・創意的活動または生産活動の機会の提供その他の便宜を、

利用者の意思及び人格を尊重し、適切かつ効果的におこなう。 

 

⑥運営方針 

 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携をはかり、利用者の意思および人

格を尊重した、ひとりひとりの状況に応じた適切かつきめ細かな生活介護サー 

ビスの提供をする。 

（ サービス提供時間） 

 毎月曜日から金曜日の午前９時４０分より午後３時４０分までとする。 

 （ サービス内容） 

①相談及び援助 ②介護 ③生産活動 ④社会経験を豊かにする活動 ⑤健康

の維持・増進の活動 ⑥食事の維持と提供 ⑦創作活動 ⑧送迎サービス 

   

⑦主な設備 

 作業場兼食堂２  休憩室２ 台所２ トイレ５  洗面所３  お風呂 相談室 

会議室 事務室 

 
今年度の重点施策 

①新たな事業として指定特定相談支援事業（計画相談）の実施をする。 

計画相談を通じて、障害のある人たちが社会資源を活用しながらその人らしく 

地域で暮らしていく支援の構築をする。 

 

②中期・長期計画を作成する 

・障害のある利用者が地域で安心して暮らせるために中長期計画を作成する。 

そのための論議をすすめる。 



・今後のはるの里を担う若手職員の人材確保と人材育成をおこなう。そのため 

 の計画づくりや実施をおこない、きょうと福祉人材育成認証制度を取得する。 

 

③労務管理をすすめる 

・職員の人材確保を安定的にできるようにしていく。 

・労基法にもとづいた、働き方ができるよう改善していく。 

・休暇取得にアニバーサリー休暇（誕生日前後に）を導入する。 

・職員の健康管理を充実させるために、健康診断の項目の拡充の検討やインフ

ルエンザ予防接種の一部費用負担をおこなう。 

 

④人材育成 

・職員の人材確保と定着がすすむよう、職場環境整備をすすめていく。引き続 

き、全般的な処遇改善をすすめる。 

・職員が、生き生きと働き、将来を描けるようなキャリアパスを策定する。 

・今後のはるの里を担う人材育成をすすめる。そのために系統的な研修プログ 

ラムを作成し、実施する。とりわけ、新人職員育成に力を入れ、育成プログ 

ラムを作成する。 

・職員の福祉の専門性の向上をはかるため、社会福祉士・精神保健福祉士・介 

護福祉士の国家資格取得を支援していく。具体的には、有資格者からの試験対 

策アドバイス講座開催や受講料一部負担をおこなう。 

・２０１７年７月までに認証制度の申請できるよう準備をすすめていく。その 

過程で職員の人材育成や研修の手法を学び、はるの里らしいカリキュラムを作 

成する。 

 

 

 

⑤その他 

・単独ショート事業の実施にむけた計画作成を進める。 

・きょうとふ第三者評価を受ける。（サービス事業者の組織運営及びサービス提

供内容について、その透明性を高め、サービスの質の向上・改善に寄与する

ことを主な目的としているもの。認証制度取得の条件） 
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